
 

                                 令和５年５月１０日 

関係集落住民 各位 

                         

                                 

椿尾 1 号線道路法面補修工事のおしらせ  

  日頃、当課事業推進にあたりましてご協力いただきありがとうございます。 

  さて、継続で施工しております法面補修工事について、下記の通り通行規制に変更が生じたの

で案内致します。安全対策として、落石防護柵を設置していますが、当該箇所をお通りの際は十

分に注意して通行して下さい。 

 ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、作業員一同工事の早期完成を目標に邁進い

たしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

記 

１ 工 事 名  佐建真第 4-1-6 号 社総交修 1 号 椿尾 1 号線 道路法面補修工事 

２ 工事内容  法面対策工事 A= 1284m2 

３ 規制期間  令和５年５月２２日(月)～令和５年９月８日(金)まで 

        ※工事期間は～10 月 27 日まで 

４ 規制区間  ※裏面地図参照 

＜国道３５０号入口から椿尾集落方面へ約５０m 区間＞ 

５ 作業時間  全面通行止め（作業中）８：３０～１７：００ 

        ※１２：００～１３：００間は通行できます。 

        ※夏季休暇 8 月 12 日(土)～8 月 16 日(水)間は通行できます。 

        ※平日悪天候により代替日として土日作業を行うことがあります。  

〇工事の変更等で、工事期間や通行規制形態の変更が生じた際には、工事看板や 

案内文で周知します。 

〇資材搬入等で一時的に規制を設ける事があるかと思われますが、通行に関して 

ご不明な点等ございましたら、誘導員及び作業員にお気軽にお声がけ下さい。 

６ 請負業者  真野建設興業㈱          担当：津田 TEL：５５‐２０６７ 

７ 問い合わせ 佐渡市役所 建設部 建設課 建設係 担当：渡部 TEL：６３‐５１１８ 
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